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はじめに

２００１年２月よりイギリスにおいて口蹄疫が発生し、

大変な被害を与えている。イギリスを初発とした口蹄

疫は主に緬羊を介してアイルランド、フランスおよび

オランダへと拡大した。原因である口蹄疫ウイルスの

血清型はＯタイプで、昨年日本で発生した口蹄疫の原

因である����������株と同じ����������	
	��
�で

あった。初発であるイギリス国内にどのように侵入し

たかは不明であるが、������������	州での残飯養豚

が原因とされている。

流行ウイルス

����������	
	��
�のウイルスは１９９０年インドで初

めて分離された。その後、輸入緬山羊を介して１９９４年

にはサウジアラビアへと侵入し、遊牧民などの緬山羊

の移動および市場原理に従った緬羊の取引により、ク

ウェート、イスラエル、イラク、イランおよびトルコ

などに拡大し、１９９６年にはブルガリアおよびギリシャ

に侵入した。一方ではネパールを経て中国に広く拡大

し、１９９９年に台湾、２０００年には韓国、日本、モンゴル

およびロシアへと拡大した。２００１年イギリスで分離さ

れた株はＶＰ１領域の遺伝子の系統樹解析から２０００年

に日本や南アフリカで分離された株と非常に近縁であ

ることがわかっている（図１）。

ギリスの口蹄疫

グレートブリテンの�����州���������近郊屠畜場

にて日本時間の２００１年２月２０日、豚２８頭に水疱を発見

し、口蹄疫が疑われた。翌２１日、その周辺の農場に口

蹄疫の症状を示した牛が発見された。これらの豚およ

び牛は検査の結果、口蹄疫であることが判明した。グ

レートブリテンでは１９８１年以来の発生である。屠畜場

およびその他２農場周囲８��に移動制限を実施し、

３３頭の牛および３４５頭の豚が処分された。２２日には���

���州一部に偶蹄類を対象とした移動制限がかけられ

た。２３日には汚染地域が拡大し、１９０頭の牛が処分され

た。翌２４日には������������	州������������	��
���

の豚に発生し、５２３頭が処分された。疫学的調査よりこ

こが初発地であることが推定された。

グレートブリテンの口蹄疫の拡大には動物市場およ

び屠畜場が大きく関わった。特に注意すべき点は、日

本と異なり屠畜場に一旦集まった家畜でも価格的に折

り合いがあわなければその家畜を屠畜場から再び農場

へ移すケースがあることである。主な伝搬経路は

��������������	
��で家畜がウイルスに感染した。一

部は�����州の屠畜場に運ばれ、２月２１日に初発とし

て発見された。一方で感染家畜は２月１４日に������

市場で合流、その一部が��������市場で２月１５～２５
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図１　イギリスの流行株
（Veterinary Record, March 3,2001より転載）
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日の間に合流し、そこで感染した家畜の多くが����

����州の各農場に運ばれた。または�����州��������

の屠畜場、�����州の家畜商、��������市場などを介

してグレートブリテン全土へ拡大した（図２）。最も被

害の大きい�������州では��������市場を中心とし

て家畜の移動によって各農家にウイルスが伝搬してお

り、他にはトラックによる伝搬、人による伝搬および

風による伝搬が確認されている（図３）。

発生状況は６月２６日現在�����件にも達しているが、

初発後４～６週前後の１日あたり５～６０件の発生に比

べて５件前後と沈静化している（図４，５）。殺処分頭数

は６月２６日現在���������頭で、その内訳は牛�������頭、

豚�������頭、緬羊���������頭、その他山羊が�����頭で

ある。また、殺処分待機動物数は������頭である。イギ

リスの２０００年の国内飼養頭数は牛����������頭、豚

７��������頭、緬羊����������頭であり、緬羊の殺処分割

合が高い。

グレートブリテンでは口蹄疫の発生が確認されたと

同時に家畜および未処理の畜産物の輸出が停止された。

また、家畜の移動禁止および家畜市場の閉鎖が行われ、

屠畜場への出荷も証明書が必要とする処置がなされた。

一方で、患畜の殺処分および感染の恐れのある家畜の

予防的殺処分が行われた。それらは薬殺または銃殺さ

れ焼却の後埋却された。処分には政府職員、軍隊およ

び土木関係の委託民間業者によって行われた。家畜の

処分に対して農家には市場価格の全額が払われている

が、埋却やその他の費用については不明である。発生

農家および埋却地では徹底した消毒がなされており、

また、移動制限に伴う車両および靴底の消毒もなされ

ている。３月２８日には�������州および�����州の乳

牛に対する１８万ドーズのワクチン接種を公表したが、

現在までワクチンは使用されていない。一方、グレー

トブリテンで発生した口蹄疫は北アイルランドにも飛

び火した。日本時間で３月２日������州南部の

�����で緬羊に発生した。北アイルランドの発生は

１９４１年以来のことである。グレートブリテンの�����

����市場の南に位置する���������市場からの緬羊が

感染源とみられている。５月１５日現在では２件の発生

が確認されている。発生後半径３��の汚染地域と

１０��の移動制限地域を設け、汚染地域の感受性家畜

を殺処分した。４月３日時点では羊�����頭、８１戸の農

家が対象となった。

診断はイギリスのパーブライト研究所（口蹄疫の

��������	���
�����������）で行われ、抗原検出

�����による抗原検索が行われた。さらにウイルス分

離および������を用いて検索が行われ、遺伝子の解

析が行われた。一方、浸潤度の調査には抗体検出

�����および中和試験が用いられた。

アイルランドの口蹄疫

イギリスで口蹄疫が発生した後、隣接するアイルラ

ンドではイギリスからの畜産物の輸入を禁止し、国境

に軍隊を４００人配置し国境の監視および車両の消毒等

を徹底した。さらに、家畜の国内市場での売買中止等

を行ったが、日本時間の３月２２日に北アイルランドの

国境から２��、発生地点から９��の�����県で移動

を制限していた緬羊群の血清をパーブライト研究所で

検査したところ、翌２３日に口蹄疫と診断され、発生に

至った。アイルランドでは１９４１年以来の発生である。

口蹄疫発生に伴い殺処分された家畜は羊５６０頭である

が、蔓延を防止するために発生地から半径１ｋｍの牛

および緬羊のすべて、また、半径３ｋｍ以内のすべての

緬羊が予防的に殺処分された。その数は緬羊で������

頭、牛で６００頭である。また、この圏外においても緬羊

�����頭、牛３６０頭が自衛的に予防的殺処分された。半

図２　イギリスの口蹄疫の伝搬経路
（MAFFUKより転載）
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径１０��の移動禁止地域を設け、車両などの消毒を徹

底するほか、臨床サーベイランスおよび血清サーベイ

ランスが繰り返し行われている。一方、空港での畜産

物の持ち込み検査やスポーツ競技および競馬の開催も

中止された。

フランスの口蹄疫

フランスはイギリスの発生前に������頭の緬羊をイ

ギリスから輸入していた。�������県でそれらの緬羊

の一部が飼育されていた農場の５００ｍ離れている肉牛

農場で、日本時間の３月１４日に６頭の牛に口蹄疫が発

生した。フランスでは１９８１年の発生以来である。さら

に、�����������	��県でも�������県から輸送された

羊に関連して３月２３日に仔牛で口蹄疫が発生した。発

生家畜は牛および緬羊で４４４頭が殺処分された。発生

農場の半径３��の防疫地域および半径１０��の監視

地域を設定し、イギリス関連では輸入緬羊を含め

������頭の家畜が、オランダ関連では�����頭、����

����県関連では�����頭の家畜が予防的に殺処分され

た。殺処分家畜の約１０％にあたる�����検体中２８検体が

抗体�����で陽性であった。その後、抗体陽性農場の

規制およびフランス全土で移動規制がかけられた。５

月７日には発生農場周辺の制限地域はすべて解除され

た。

図３　Cumbria Group Link（MAFFUKより転載）
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オランダの口蹄疫

イギリスの口蹄疫発生後オランダではイギリスと交

易のあった農場の緬羊�����頭、鹿６００頭、牛７００頭およ

び豚５００頭を予防的に殺処分したが、日本時間の３月

図４　１日の発生数（MAFF UKより転載）

図５　イギリスの口蹄疫（MAFF UKより転載）
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２２日に�����������州の����の農場で牛４頭に発生し

た。オランダでは１９８４年以来の発生である。同日

���������州������の農場でも発生が確認された。

さらに、翌日になって���������州����の農場で山

羊にも発生した。４月１４日までに２６件の発生があった

が、それ以後の発生はない。オランダでは初発と同時

にオランダ全域のすべての家畜、家畜輸送車両、偶蹄

類の精液、卵子、受精卵、牛乳および飼料の移動禁止、

農家への進入禁止、半径１��の家畜の予防的殺処分

および半径３��のすべての家畜の臨床検査を盛り込

んだ口蹄疫危機対策計画が策定された。現在のところ

発生家畜は牛、緬山羊で�����頭が殺処分された。予防

的殺処分を含めると�������頭以上の家畜が処分され

たことになる。オランダでは発生農家の家畜の処分に

時間がかかることが予想され、発生の拡大を抑制する

ためのワクチネーションが行われた。６月２７日には発

生農場周辺の制限地域はすべて解除された。

EU諸国への伝搬経路

アイルランドの初発例ではその農場は発生前月に家

畜の移動がないため、人、車両、風および野生動物に

対して調査されている。、風に対しては北アイルラン

ドの発生地と９��離れており、当時の気象状況から

伝搬できる距離ではないという考えで、現在は否定的

である。フランスの初発例では発生牛の５００ｍの距離

に位置する農場でグレートブリテンより緬羊を導入し

ており、これが感染源とされている。また、２例目に

関しては初発である�������県からの緬羊の輸送が

確認されていることから、その緬羊が疫学的に関連し

ているとされている。オランダへの伝搬は、アイルラ

ンドから導入した仔牛７４頭が飼料給与のための中継地

点とされたフランスの第一件目の発生地で口蹄疫ウイ

ルスに感染後、オランダの���������州����の農場

に運ばれたことによるとされている。さらに、������

の農場主は����の農場で働くことがあり、このよう

な環境から人や輸送による接触が感染源となったと考

えられている。また、����の発生農場は������の発生

農場と１��しか離れていない。グレートブリテンか

らの伝搬経路を図６に示した。

その他のEU各国の状況

イギリスの発生以来��各国は直ちにイギリスから

の偶蹄類の禁輸措置を行う一方で、���������	
��

���������	
�����������による追跡調査を行った。

��各国間では貿易障壁撤廃により基本的には繋留期

間を設けるような検疫は行われていない。���������	

���はそれを補うために、各国間の家畜の輸出入をコ

ンピューターで追跡するシステムである。また、��規

制により、家畜の運搬規制や、家畜の集合する市場の

閉鎖などが行われた。ベルギーではイギリスから２月

１日以降豚４５８頭、緬羊９１４頭、山羊１２頭を、

フランスからは２月１５日以降牛１５２頭、豚

５３４頭、オランダからは２月２０日以降牛５８９

頭、豚������頭、緬羊�����頭を輸入してい

たが、イギリス輸入関連で主に緬羊を主体

として�����頭、オランダ輸入関連で主に豚

を主体として�����頭を予防的に殺処分し

た。また、ハイリスク農場の監視を行い、

緬羊や山羊では４日毎に臨床検査および８

日毎の血清検査が行われた。ドイツでは２

月１日以降４月３０日までの間にイギリスか

ら緬羊�����頭、豚�����頭が、フランスから

牛６００頭、緬羊６頭、豚�����頭、オランダか

ら牛�����頭、緬羊�����頭、山羊１７０頭、豚

�������頭を輸入していた。輸入関連ではイ

ギリスからの緬羊�����頭、オランダからの

牛２３１頭および豚�����頭が予防的に殺処分

された。また、ドイツ産ではあるが、口蹄

疫対策の一環として３６２頭が予防的に殺処図６　EU各国への伝搬（日本時間）
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分された。輸入関連を含めて豚�����頭、緬羊および山

羊�����頭、牛８７９頭が検査されており、すべてが陰性

であった。オランダ国境で車両消毒が一時的に行われ

た。イタリアでは１月１日から３月８日までにイギリ

スから緬山羊�����頭、豚２９０頭、フランスから牛������

頭、緬山羊������頭、豚������頭、アイルランドから牛

４６０頭、豚３３４頭が輸入されている。そのうち、イギリ

スからの緬山羊と豚はすべて予防的に殺処分されてい

る。輸入家畜１５０件に対して検査を行った結果、すべて

が陰性であった。スペインでは２月１日から４月１６日

の間にイギリスから豚４００頭、フランスから牛�����頭、

豚�����頭、緬羊������頭、オランダから牛４１７頭、豚

������頭、緬羊�����頭が輸入されていた。そのうち、

イギリスから輸入された４００頭およびその同居豚６００頭

が予防的に殺処分された。その他の発生国から輸入し

た農場は監視農場とし、������頭に対し血清検査を

行った結果すべてが陰性であった。オーストリアでは

１月２６日以降オランダから豚５００頭が輸入されたのみ

である。輸入した農場を監視農場とし、そのうち５３頭

に対し血清検査を行ったが、すべてが陰性であった。

デンマークでは２月以降発生国からの輸入はなかった

が、ドイツとの国境での車両消毒が一時的に行われた。

スウェーデン、およびフィンランドでは発生国からの

輸入はなかった。各国の殺処分頭数を表１に示した。

日本の対応

日本のような島国において国内で発生をみない感染

症を防止するために最も重要なことは、水際で防止す

ることである。��各国に対して行った我が国の対応

を表２に示した。発生が疑われた時点で順次輸入停止

し、発生が確認され次第省令改正などによる輸入禁止

措置を行うことで国内への侵入防止に対処した。また、

発生の報告のない他の��諸国に対しても万全を期す

るために異例の処置ではあるが��諸国の口蹄疫発生

状況が明らかになるまで豚肉等の輸入停止措置を行っ

た。この措置はそれぞれの国の侵入防止対策および

サーベイランス等の調査結果からフィンランド、ス

ウェーデン、デンマーク、オーストリアは４月２５日で

解除された。ただし、オーストリアはイノシシの豚コ

レラの関連で事実上解除されたのは４月２７日である。

また、スペインは５月２日、ドイツ、ベルギーは５月

１５日、イタリアは５月２９日と順次輸入停止措置が解除

された。さらに、生体では検疫による拘留期間があっ

たことなどから、発生３週間前から国内に輸入された

偶蹄類はなかった。一方、イギリスから直行便で入国

した旅行者およびその他の発生国で家畜関連の施設に

立ち入った者に対して入国時の靴底の消毒を徹底して

侵入防止に努めている。

口蹄疫伝搬に関わる家畜の役割

イギリスを発端とした口蹄疫は動物種の伝搬役割が

あった。イギリスの口蹄疫は羊が感染しても９５％は症

状を示さないといわれている。このことは、感染に気

づかれぬまま移動によって口蹄疫ウイルスをばらまく

形となった。実際に、グレートブリテン全土では発生

確認前の２月中に１３５万頭の緬羊の移動があった。ま

た、以前から口蹄疫に感染した豚は牛と比較すると

１０００倍以上の濃度のウイルスを排泄するとさているが、

イギリスでは初発として確認された家畜は豚であった。

一方、牛では感受性が高く、少量のウイルスでも感染

し、症状を示すといわれている。それぞれの家畜の役

割は豚がウイルスの増幅、羊がウイルスの媒介、牛が

ウイルスの探知器の役割を持っている。２０００年に日本

で流行した����������株を用いた実験感染では黒毛

和種では牛から牛の感染が成立するが、牛から豚への

感染は確認されず、牛において野外と同様な口唇およ

び口蓋に潰瘍などの症状を示した。豚では同居感染が

成立し、典型的な口蹄疫の症状を示した。また、緬山

羊ではそれぞれの同居感染は成立せず、症状も示さな

かった。これらの結果からは、����������株と病原性

は多少異なるものの、牛ではウイルスに対する感受性

が高いが、排泄量が少なく、豚では牛と比較すると感

受性は低いが、排泄量が多いことを示している。

イギリスの口蹄疫の問題点

何故このようにイギリスの口蹄疫が大きな被害をも

表１　発生国およびその他のEU諸国の殺処分頭数

殺処分数（予防的
殺処分を含む）

発生数（�月２４日時点）
（イギリスは�月２６日時点）

約���������頭　　�����件イ ギ リ ス

������頭　　�件アイルランド

約������頭　　�件フ ラ ン ス

約�������頭以上��件オ ラ ン ダ

�����頭　　－ベ ル ギ ー

�����頭　　－ド イ ツ

�����頭　　－イ タ リ ア

�����頭　　－ス ペ イ ン

約���������頭以上�����件計
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表２　口蹄疫の発生と我が国の対処

偶蹄類の輸入措置
発生状況（日本時間）国名（地域）

綿羊・山羊およびその畜産物豚およびその畜産物牛およびその畜産物

２月２１日輸入停止、
３月８日輸入禁止

以前から豚コレラ
のため輸入停止、
３月８日禁止

以前から���のため
輸入禁止２月２１日口蹄疫発生イギリス

（グレートブリテン）

３月２日輸入停止、
３月１９日輸入禁止

以前から���のため
輸入禁止３月２日口蹄疫発生イギリス

（北アイルランド）

３月２２日輸入停止以前から���のため
輸入禁止３月２３日口蹄疫発生アイルランド

３月４日輸入停止、
３月２７日輸入禁止

以前から���のため
輸入禁止

３月４日口蹄疫の疑い
３月１３日口蹄疫発生フランス

３月２１日輸入停止、
３月２７日輸入禁止

以前から���のため
輸入禁止

３月２１日口蹄疫の疑い
３月２２日口蹄疫発生オランダ

３月４日から３月１３日まで輸入停止、
再度３月２３日より輸入停止

以前から���のため
輸入禁止

３月４日口蹄疫の疑い
３月１３日口蹄疫発生ベルギー

３月５日から３月６日まで輸入停止、
再度３月２３日より輸入禁止

以前から���のため
輸入禁止

３月５日口蹄疫の疑い
３月６日口蹄疫否定デンマーク

★３月２３日偶蹄類およびその肉等の緊急輸入一時停止措置��諸国全体

★緊急輸入一時停止の解除　４月２５日：フィンランド、スウェーデン、デンマーク�
４月２７日：オーストラリア�
５月１５日：ドイツ、ベルギー�
５月２日：スペイン�
５月２９日：イタリア

たらす結果になったかについては、次のようなことが

考えられる。１）口蹄疫の第一発見場所が畜産農家で

はなく、全国規模の屠畜場であったことから、一挙に

ウイルスをばらまく形で感染を広げてしまったこと。

２）豚の感染があったことから、高濃度のウイルスが

飛散されたこと。３）臨床症状の確認困難な羊１３５万頭

が移動されていたこと。さらに、臨床症状を見極める

べき獣医師の数が非常に少なかったこと。４）一部の

農家が発生後においても家畜の移動を行っていたこと。

５）大量殺処分の際に軍隊の支援が遅れたこと。６）過

剰なマスコミ報道により、指示命令系統に混乱を来し

たことがあげられる。２０００年に発生した日本のケース

との比較を表３に示した。

おわりに

イギリスを発端として何故このような大被害をもた

らす口蹄疫となったかについては私たちは十分留意す

るべきである。２０００年に日本でも口蹄疫が発生したが、

７４０頭の牛を殺処分した程度の被害で撲滅に成功し、

同年の９月には口蹄疫清浄国として���より認めら

れるに至った。これに対し、��諸国では約３６４万頭以

上という莫大な数の家畜が失われ、イギリスでは経済

的な被害が現在では７兆円ともいわれている。それに

は、日本とイギリスの口蹄疫発生に関して前記のよう

な差異があったことを忘れてはならない。一方で国際

化が進む中で家畜および畜産物の輸出入がいっそう激

しくなり、口蹄疫などの海外悪性伝染病が我が国へ侵

入する機会が多くなるのは事実である。万が一の侵入

に備えて、万全の対策を講じておく必要がある。その

ためには畜産関係者の家畜管理に対する意識の向上が

不可欠である。衛生管理は当然のことながら、むやみ

に感染国からの旅行者を近づけないこと、空輸される

種畜など短時間に他国から日本の農家の中心におかれ

るような家畜は厳しい検疫を実施すること、残飯養豚

に対しては確実な加熱処置の実施などに留意すべきで

ある。

表３　日本とイギリスの口蹄疫の比較

イギリス日　　本
����������	
	��
�

��������
����������	
	��
�

��������
病原体

屠畜場畜産農家発見場所

政府獣医検査官民間獣医師第一発見者

豚黒毛和牛発見された動物種

�����万頭���万頭飼養羊・山羊頭数

�����人�����人獣医師数（大動物）

パーブライト研究所動物衛生研究所対応検査機関


